
 

 資料 ３  

第１回技術専門部会の検討事項について 

  

     １ 本県の森林の現状等について 

・ 状況写真やデータ等の資料を提示し、区分ア～エの現状について説明 

 

２ めざす森林の姿について 

・ 現状を踏まえ、どのような森林に誘導すべきか意見交換 

 

３ 必要な森林施業について 

・ めざす森林の姿へ誘導するために必要な施業について意見交換 

 

（議事進行のイメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考）めざす森林の姿と必要な森林施業の例（H27 年 9月国林政審議会資料より） 

めざす森林の姿 必要な森林施業 

・奥地水源林等の条件不利地においては、天然力を活用した針広混交林化等により育成複層林に誘導 

・自然的条件に加え社会的条件が不利な単層林等

は、複層林化を図り、生物多様性の保全や水源の

涵養などの公益的機能の高度発揮を図る 

・帯状や群状伐採による複層林施業（モザイク施業等）

の積極的な推進により、育成複層林への誘導を図ること

が重要 

 

（森林の現状） 

（区分ア、エ） 

・施業未実施で過密化 

・条件不利で生育不良 

（区分イ） 

・ブナ林等の過密化 

・旧薪炭林のナラ枯れ被害 

（区分ウ） 

・放置され竹侵入・ツル繁茂、 

・景観の悪化(獣害等の懸念) 

 

※議事(１)事務局説明 

(ゾーニング区分、齢級構成、施業

履歴等の資料を提示) 

（めざす森林の姿） 

（区分ア、エ） 

・○○な森林（状態） 

・○○な森林（状態） 

（区分イ） 

・○○な森林（状態） 

・○○な森林（状態） 

（区分ウ） 

・○○な森林（状態） 

・○○な森林（状態） 

 

※議事(２)検討事項 

  

（必要な森林施業） 

めざす森林の姿へ誘導するため、次の施業が必要 

・〇〇、〇〇、・・・ 

※議事（３）検討事項 


